
 

    徳島市農業委員会総会 議事録 

１ と き 
令和４年３月２５日（金）  開会 午後 ３時０５分 

閉会 午後 ３時５０分 

２ ところ     徳島市役所 １３階 第１研修室 

３ 議 長 会長職務代理者 金澤 敬治 

４ 出席者 

 

 

 
 

＜農業委員＞ 

  １番委員  井川 洋二 ３番委員   天羽 俊文 ４番委員  野口 俊廣 

５番委員   大貝 美治 ６番委員   金澤 敬治 ７番委員  原田 和彦 

８番委員  久米 裕純  ９番委員  川人 泰博 10番委員  佐々木永薫 

 11番委員  板東美佐緒 12番委員   品山 昌美 14番委員  廣瀬 長市 

 15番委員  細川 勝義 16番委員  谷川 興一 19番委員   市岡 沙織  

 ＜農地利用最適化推進委員＞ 

 

５ 欠席者 ＜農業委員＞ 

  ２番委員   岸本  昇 13番委員  植田美惠子 17番委員  鎌田 良昭 

 18番委員  政岡   茂 

＜農地利用最適化推進委員＞  

   

６ 欠 員 なし 

７ 議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （農地関係議案） 

付議案件 

  第１号議案  農地法第３条の規定による許可申請の審議について 

 第２号議案  農地法第４条の規定による許可申請の審議について 

第３号議案  農地法第５条の規定による許可申請の審議について 

第４号議案  農地転用の事業計画変更申請の審議について 

第５号議案  非農地通知の審議について 

第６号議案  相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について 

第７号議案   農用地利用集積計画の承認について 

 

報告事項 

(1)農地関係                              

  １．農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出について 

 ２．農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用の届出について 

３．農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用の届出について 

４．農地であることの証明について 

５．地目変更登記に係る照会に対する回答について 

６．農地転用許可後の工事進捗状況報告について 
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（開会 午後３時05分） 
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議長 

 

 

 

 

全委員 

 

それでは、定例総会を始めさせていただきます。本日の議長は会長職務代理者の金

澤委員が務めることとなっております。進行をよろしくお願いします。 

 

ただ今から、令和４年３月徳島市農業委員会総会を開会いたします。本日の総会は、

農業委員１９名のうち半数を超える１５名が出席しており、会議が成立しておりま

す。欠席の届出がありました委員は、議席番号２番、岸本 昇委員、議席番号１３番、

植田美恵子委員、議席番号１７番、鎌田良昭委員、議席番号１８番、政岡 茂委員で

す。はじめに、議事録署名者の選任についてですが、総会議事規則第１０条の規定に

より、議長が指名します。議席番号４番 野口俊廣委員と、議席番号１４番 廣瀬長市

委員の両名を指名します。よろしくお願いします。 

それでは、これより各議案の審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、

よろしくお願いいたします。では、第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請

の審議を開始します。それでは、事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第１号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請について御説明し

ます。議案書１ページを御覧ください。全ての申請について法定の添付書類は整って

おります。農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられな

いと思われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺

への支障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。なお、許可の適否にあたり、

不許可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき事項のある案件については、個

別に説明をさせていただきます。 

１番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後５６ａに至り、譲受人は対象地において、

水稲の栽培を行うとのことです。 

２番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小のための売買で、農地１筆

の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後１５３ａに至り、譲受人は

対象地において、水稲の栽培を行うとのことです。 

３番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後１３０ａに至り、譲受人は対象地におい

て、水稲の栽培を行うとのことです。 

４番は、譲渡人から譲受人へ、別世帯の後継者への部分贈与で、農地２筆の所有権

を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後５３ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

続いて２ページを御覧ください。５番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経

営縮小のための売買で、農地１筆の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は

許可後５６ａに至り、譲受人は対象地において、野菜の栽培を行うとのことです。 

第１号議案は以上５件で、対象地は、田２,０２８㎡、畑３４１㎡、計２,３６９㎡

です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第１号議案の農地法第３

条の規定による許可申請は、全案件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議なし 
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異議がないということですので、第１号議案については全案件を許可することに決

定いたしました。 

続きまして、第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請の審議を開始します。

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請について御説明します。

議案書３ページを御覧ください。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。申請人

は所有する農地を、農家住宅に転用するものです。本案件につきましては、農地法に

規定されている立地基準及び一般基準において、許可要件を満たしているものと思わ

れます。 

第２号議案は以上１件で、地目は、畑のみ３６４㎡、転用目的の内訳は、住宅用地

です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第２号議案の農地法第４

条の規定による許可申請は、本案件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第２号議案については本案件を許可することに決

定いたしました。 

続きまして、第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請の審議を開始します。

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請について、御説明します。

議案書４ページを、御覧ください。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、土木建設業を営んでおり、所有権を移転し、露天資材・車両置場に転用するもの

です。 

２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、建築設計業を営んでおり、所有権を移転し、露天資材置場に転用するものです。 

３番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、太陽光発電事業を営んでおり、使用貸借権を設定し、太陽光発電施設に転用する

ものです。また、申請地は既に転用行為が行われており、農地法の手続きをとらなか

ったことを反省する旨の始末書の提出があります。 

４番と５番は譲受人が同一であるため、あわせて説明します。申請地は、公共投資

の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は、太陽光発電事業を営んで

おり、所有権を移転し、太陽光発電施設に転用するものです。 

６番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、太陽光発電事業を営んでおり、所有権を移転し、太陽光発電施設に転用するもの

です。 

７番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、所有権を移転し、自身が役員を務める法人に貸す、露天貸資材置場に転用するも

のです。 

８番から１０番は譲受人が同一であるため、あわせて説明します。申請地は公共投
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資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は、学校法人であり、所有

権を移転し、グラウンドに転用するものです。 

１１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、漬物製造業を営んでおり、使用貸借権を設定し、会社敷地への進入路に転用す

るものです。また、申請地は既に転用行為が行われており、農地法の手続きをとらな

かったことを反省する旨の始末書の提出があります。 

１２番から１４番は譲受人が同一であるため、あわせて説明します。申請地は公共

投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は、土木建築業を営んで

おり、賃貸借権を設定し、四国横断自動車道の工事に伴う迂回路用地、露天資材置場

として令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで一時転用するものです。 

１５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、土木建築業を営んでおり、所有権を移転し、露天資材置場に転用するものです。 

１６番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、使用貸借権を設定し、専用住宅に転用するものです。 

１７番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、使用貸借権を設定し、農家住宅に転用するものです。 

以上の案件につきましては、農地法に規定されている立地基準及び一般基準におい

て、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用目的が、資材置場及び駐

車場となっている案件については、太陽光設備認定をとっていないことを確認済であ

り、転用規模が大規模である１番、７番、１２番から１４番案件については地区審査

を実施しました。 

第３号議案についての説明は以上で、地目は、田が５,２３７.４２㎡、畑が        

３,５０１.１１㎡、その他４９㎡で、合計８,７８７.５３㎡です。転用目的の内訳は、

住宅用地３５１.１１㎡、駐車場・資材置場３,０７１㎡、その他施設用地が          

５,３６５.４２㎡です。以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、地区審査を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 それでは、

１番案件の地区審査に参加していただいた、多家良地区の井川委員さん、転用計画の

内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

今月１７日の午後２時より、１番案件の地区審査を実施しましたので、報告します。 

参加者は、私と岸本委員、瀬畑推進委員、安廣推進委員の４名と転用者側１名、事

務局２名の７名です。 

申請対象の農地は、丈六町長尾にあり、２種農地に区分されるとのことです。今回

の申請は、土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転し、露天資材、車両置場に転

用しようとするものです。造成については、隣接する道路と同じ高さのままで、砕石

を敷き、転圧して整地します。排水については、雨水のみであり、地下浸透とすると

のことで、地元の土地改良区から意見書及び同意書が提出されています。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、隣接する農地もないことから、被害防除措置についても問題はなく、多家良地

区の委員は、一致して許可やむを得ないと判断しました。報告は以上です。よろしく

お願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして７番案件の地区審査に参加していただいた、

不動地区の久米委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいかがでしたで

しょうか。 
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今月１５日の午前１０時より、７番案件の地区審査を実施しましたので、報告しま

す。参加者は、増井推進委員と私の委員２名、転用者側１名、事務局２名の５名です。 

申請対象の農地は、不動西町２丁目にあり、第２種農地に区分されるとのことです。 

今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転し、露天貸資材置場に転

用するものです。造成については、道路高まで６０cmほど盛土し、砕石を敷いて整

地する計画です。排水については、地下浸透で処理するとのことで、地元土地改良区

からの意見書及び排水同意書が提出されています。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、周辺農地に対する被害防除措置についても問題なく、不動地区の委員は、一致

して許可やむを得ないと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして１２番から１４番案件の地区審査に参加して

いただいた、川内地区の廣瀬委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはい

かがでしたでしょうか。 

 

今月１５日に１２番から１４番案件の地区審査を実施しましたので、報告します。 

参加者は私と植田委員と細川委員、兼田推進委員と笹田推進委員の５名と事務局２

名、転用者側２名になります。 

申請対象の農地は、川内町旭野にあり、第２種農地に区分されるとのことです。今

回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で賃貸借権を設定し、高速道路の工事を行

うための迂回路用地及び資材置場として３年間、一時転用するものです。造成につい

ては、現状のままでアスファルト及び砕石で鋪装しますが、転用後は、全て剥ぎ取り、

撤去することで、鳴門金時を耕作できる状態まで原状回復することを確認しておりま

す。排水については、雨水のみであり、地下浸透及び、隣接する水路に排水するとの

ことで、地元土地改良区からの意見書が提出されています。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、周辺農地に対する被害防除措置についても問題はなく、川内地区の委員は、一

致して許可やむを得ないと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、全案件について申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見・御質問はあり

ませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第３号議案の農地法第５

条の規定による許可申請は、全案件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第３号議案は全案件を許可することすることに決

定いたしました。 

続きまして、第４号議案、農地転用の事業計画変更申請の審議を開始します。それ

では事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第４号議案、農地転用の事業計画変更申請について御説明します。議案書

７ページを御覧ください。 

１番は、平成２５年９月に５条許可を受けていたものです。変更内容についてです

が、当初の転用目的、ガソリンスタンドから露天資材置場に変更し、面積についても
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議長 

 

 

 

 

事務局 

当初４筆、４,８１０㎡から一部分筆が入り、３筆、１,８８５㎡に変更するものです。 

それでは、変更に至った経緯等について説明します。当初の譲受人は、許可後直ち

にガソリンスタンドの建築工事にかかる予定でしたが、経済・社会情勢による資金繰

りの悪化及び新型コロナウイルス感染の影響によりガソリンスタンド建築が困難な

状況となりました。そして、昨年１０月に、一部の面積について新たな事業承継者が

飲食店に転用する５条許可申請及び事業計画変更承認申請がなされ、１０月総会にお

いて審議の結果、許可決定及び変更承認されたものです。今回は、昨年の申請の対象

とならなかった残りの面積について転用計画がまとまったため、申請に至ったもので

す。資材置場の計画内容についてですが、譲受人は石油製品の卸売業をしており、タ

ンクローリーの車両や廃タイヤの保管及び修繕用車両を置く計画のほか、今後の新た

な事業展開として、農業用の土壌改良に必要な砂や砕石を置く計画です。今回の変更

に伴った資料一式が提出されており、農地法に規定されている立地基準及び一般基準

において、許可要件を満たしているものと思われます。また、地区審査については、

昨年１０月の申請の際にまとめて実施しております。 

第４号議案は以上１件で、地目は、田のみ１,８８５㎡で転用目的の内訳は、駐車場・

資材置場になります。以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、地区審査を行ったということですので、まず、実際に

審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 

それでは、川内地区の廣瀬委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはい

かがでしたでしょうか。 

 

昨年の１０月１９日に地区審査を実施しましたので、報告します。 

参加者は、植田委員、細川委員、兼田推進委員、笹田推進委員と私の委員５名、転

用者側１名と事務局２名です。 

申請地は、川内町平石住吉にあり、２種農地に区分されるとのことです。転用目的

は、露天資材置場であり、土地の造成については、現況は、当初の許可後に造成済と

なっているため、整地のみ行います。排水については、雨水のみで地下浸透のほか、

東側の水路に放流する計画で、地元の土地改良区から排水同意書が提出されていま

す。以上のことから、今回の変更申請について、隣接する農地もないことから、被害

防除措置についても問題はなく、川内地区の委員は一致して、変更承認やむを得ない

のではないかとの心証を持ちました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、本案件について申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見・御質問はあり

ませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第４号議案の農地転用の

事業計画変更申請については、本案件を承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第４号議案については、本案件を承認することに

決定いたしました。 

続きまして、第５号議案、非農地通知の審議を開始します。それでは事務局より、

議案の説明をお願いします。 

 

それでは第５号議案、非農地通知について御説明いたします。議案書 8 ページを
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御覧ください。今月は１件の通知願の提出があったため、3月14日に地元委員さん

２名と事務局職員２名、所有者の関係者２名で現地の確認をしております。 

対象地は、人が進入することもできないほど、雑木等が繁茂し、農業用機械による

耕起・整地が困難であることから、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく

困難な状態であると認められます。また周辺は、山林が多く、非農地判定による周辺

農地への被害発生のおそれは小さいと思われます。 

第５号議案は、以上１件で、対象地は、畑のみ４５５㎡、です。御審議をよろしく

お願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第５号議案の非農地通知

については、本案件を非農地と承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第５号議案については、本案件を非農地と承認す

ることに決定いたしました。なお、この議決により、所有者及び関係各所に非農地通

知を送付することになります。 

続きまして、第６号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認を

開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第６号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況について御説

明します。議案書9ページを御覧ください。 

１番は、すべての農地で耕作を継続しております。 

２番は、一部、対象地から除外している箇所もございますが、対象地の農地につい

ては、耕作を継続しております。 

第６号議案は以上２件で、税務署あてに報告しようとするものです。対象地の面積

は、田７,９６９㎡、畑６,７７２.５０㎡、合計１４,７４１.５０㎡です。御審議をよろ

しくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので、採決いたします。第６号議案の相続税の免

除予定事案に係る特例農地利用状況の確認については、全案件を承認することに異議

はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第６号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。 

続きまして、第７号議案、農用地利用集積計画の承認についての審議を開始します。 

本号の審議に先立ち、委員が関係者となる案件が含まれておりますので、農業委員会

法第３１条に定める、議事参与の制限の規定に基づき、岸本昇委員、天羽俊文委員、 

細川勝義委員、谷川興一委員に御退席をお願いいたします。なお、審議終了後に、入

室・着席をしていただきます。 

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 
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それでは第７号議案、農用地利用集積計画について御説明します。議案書１０ペー

ジを御覧ください。全ての申請について、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に

定める、利用権設定に関する要件はすべて満たしていると思われます。今月は新規設

定が２５件、再設定が５２件で合計７７件となっており、そのうち、賃貸借権が      

６３件、使用貸借権が１４件となっております。なお、２番、７番、５８番、５９番

案件について、新規就農面談を実施しました。 

設定しようとする土地での地区別の内訳は、１番から８番が多家良地区１８筆・ 

８件、９番から２０番が勝占地区２９筆・１２件、２１番が八万地区１０筆・１件、

２２番から２５番が上八万地区８筆・４件、２６番が入田地区２筆・１件、２７番か

ら３２番が不動地区１１筆・６件、３３番から３７番が応神地区１３筆・５件、   

３８番から６８番が川内地区３８筆・３１件、６９番から７２番が国府地区７筆・  

４件、７３番が南井上地区４筆・１件、７４番から７７番が北井上地区９筆・４件と

なっております。 

利用権設定については以上で、田９４筆・１２０,５３２.６１㎡、畑５５筆        

６０,４５２㎡の合計１４９筆・１８０,９８４.６１㎡となります。 

第７号議案の農用地利用集積計画の承認についての説明は以上です。御審議をよろ

しくお願いします。 

  

事務局の説明は以上ですが、新規就農面談を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。それでは、２

番と７番案件の新規就農面談に参加していただいた、多家良地区の井川委員さん、新

規就農計画の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

３月１７日の午前１０時３０分から２番・７番案件で地区審査を実施いたしました

ので報告します。借受人が同じなので同時に説明させていただきます。 

参加者は岸本委員、安廣委員、瀬畑委員と私の委員４名、借受人１名、事務局２名

の７名です。 

借受人は、この度申請地で、果樹や野菜の栽培を計画しております。借受人は、以

前から興味のあった農業を始めるため、徳島かんきつアカデミーで、一年間、果樹や

野菜の栽培を学びました。申請地は４筆あり、一部には所有者が植えたスダチがあり、

時期が来たら、すぐにでも収穫できる状態です。他の申請地には、ユズの苗木を植え、

空いたスペースで野菜の栽培を計画しております。また、軌道に乗れば、ミカンの栽

培も考えているようです。果樹は収穫までに時間がかかるため、野菜の耕作面積を増

やし、所得を上げていく計画です。農機具に関して、必要なものは既に準備しており、

問題はありません。結論として、今回の新規就農計画等に問題はなく、多家良地区の

委員は一致して、問題ないのではないかとの心証を持ちました。報告は以上です。よ

ろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして５８番と５９番案件の新規就農面談に参加し

ていただいた、川内地区の細川委員さん、新規就農計画の内容等について、御心証な

どはいかがでしたでしょうか。 

 

３月１５日の午後３時から、５８番・５９番案件で新規就農面談を実施いたしまし

たので報告します。参加者は植田委員、廣瀬委員、兼田委員と私の委員４名、借受人

側５名、事務局２名の１１名です。 

本案件は、令和３年６月総会で、農地利用集積計画が決定し、利用権が設定された
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ものです。この度の新規就農面談を実施した理由として、借受人が、個人から法人に

変更したこと、借受人の間で、設定した農地を変更したことから再申請があり、今回

の面談に至ったものです。また、当初の計画では、ハウスを建て、キクラゲの栽培を

する計画でしたが、現地は、農地の管理はされているものの、計画とおりに進んでい

ない状態であることから、今後の計画や事業実施の見込みも合わせて聞き取りをしま

した。事業が進まない原因である資金については、自己資金と融資を合わせて、資金

調達できる見込みができたとのことです。出荷先については、ハローズでの販売や、

薬品会社との話し合いが進み、今後の需要も見込まれています。将来的には、障害者

の就労の場として提供し、地域の活性化を図りながら、徳島の特産品の一つにしたい

と考えているようです。 

結論として、融資が確定し軌道に乗れば、需要も見込めることから、川内地区の委

員は一致して、問題なしとの心証を持ちました。報告は以上です。よろしくお願いし

ます。 

 

ありがとうございました。新規就農面談に参加されました委員からの意見は以上で

すが、その他、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見、

御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第７号議案の農用地利用

集積計画については、全案件を承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第７号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。参与制限により退席しています委員が、着席するまでお待ちくださ

い。 

引き続き、農地関係の報告事項に移ります。事務局の説明をお願いします。 

 

それでは報告事項について説明します。議案書２２ぺージを御覧ください。 

１番は、農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出についてです。 

２３ページにわたり、６件受理しました。 

２５ぺージを御覧ください。２番は、農地法第４条第１項第８号の規定による農地

転用の届出についてです。６件受理しました。 

２６ぺージを御覧ください。３番は、農地法第５条第１項第７号の規定による農地

転用の届出についてです。２７ページにわたり、８件受理しました。 

２８ページを御覧ください。４番は、農地であることの証明についてです。１件証

明しました。 

２９ページを御覧ください。５番は地目変更登記に係る照会に対する回答について

です。３件回答しました。 

３０ページを御覧ください。６番は農地転用許可後の工事進捗状況報告についてで

す。１件受理しました。 

報告事項の説明については以上です。 

 

報告は以上ですが、何か御意見等はございませんか。 

続いて事務局より連絡事項がありますのでお願いします。 

 

【事務局から連絡事項の説明】 
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連絡事項は以上ですが、何か御質問、御意見等はございませんか。 

それでは、以上をもちまして、令和４年３月徳島市農業委員会総会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


